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 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

 各都道府県支部長 殿 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長 

                            （公 印 省 略） 

                

 

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について 

 

標記について、労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 95号）

及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件（令和６年厚生労働省告示第 213 号）が令

和６年６月３日に公布され、令和６年６月１２日付け基発 0612 第 23 号により厚生労働省

労働基準局長から別添のとおり当職あて、通知がありました。 

つきましては、本通知の内容について、貴支部傘下会員事業場あて周知いただきますよう

お願いいたします。 

なお、労働安全衛生規則の一部改正等に係る当協会の具体的対応等については、別途通知

いたします。 

 

 

 



基発 0612 第 23 号 

令和６年６月 12 日 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等

の改正について 

 

労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚

く御礼申し上げます。 

さて、労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 95

号）及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件（令和６年厚生労働省告示

第 213号）が令和６年６月３日にそれぞれ公布又は告示され、令和６年 10月

１日から施行又は適用することとしており、その施行又は適用につき別添のと

おり都道府県労働局長あて通知しております。 

つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただくととも

に、会員事業場等に対する本改正内容等の周知にご協力を賜りますよう御願い

申し上げます。 

 

 

 



 

基発 0612第 22号 

令和６年６月 12日 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等

の改正について 

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 95号。

以下「改正省令」という。）及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件

（令和６年厚生労働省告示第 213号。以下「改正告示」という。)が令和６年

６月３日にそれぞれ公布又は告示され、令和６年 10月１日から施行又は適用

することとされたところであるが、その趣旨、内容等は下記のとおりであるの

で、関係者に対する周知を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

１ 改正省令及び改正告示の趣旨 

今回の改正は、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安

衛則」という。）第 36 条第４号の２及び安全衛生特別教育規程（昭和 47 年労

働省告示第 92 号。以下「規程」という。）第６条の２に基づく「電気自動車

等の整備の業務に係る特別教育」について、昨今の電気自動車等（ハイブリ

ッド車を含む駆動用の高電圧の蓄電池を搭載する自動車をいう。以下同じ。）

を巡る状況を踏まえ、「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に

関する検討会」報告書（令和６年３月 25 日公表）に基づき、当該特別教育の

対象となる電気自動車等が内蔵する蓄電池の電圧に係る省令上の規定の改正

を行い、またこれに伴う特別教育の内容の適正化等を図ることとしたもので

ある。 

 

２ 改正の要点 

（１）労働安全衛生規則の一部改正 

安衛則 36 条第４号の２において特別教育が必要とされている業務につい

て、低圧の蓄電池を内蔵する自動車のみが対象となっていたところ、当該

蓄電池の電圧に係る上限を廃止したこと。 



 

（２）安全衛生特別教育規程の一部改正 

規程第６条の２第２項において規定する学科教育の科目及び範囲につい

て、次のとおり改めたこと。 

ア 学科教育の科目のうち、「低圧の電気に関する基礎知識」、「低圧の電気装

置に関する基礎知識」及び「低圧用の安全作業用具に関する基礎知識」を、

それぞれ「電気に関する基礎知識」、「電気装置に関する基礎知識」及び

「安全作業用具に関する基礎知識」に改めたこと。 

イ 学科教育の科目のうち、「電気に関する基礎知識」の教育範囲である「低

圧の電気の危険性」を、「電気の危険性」に改めたこと。 

ウ 学科教育の科目のうち、「安全作業用具に関する基礎知識」の教育範囲に、

「絶縁用防具」も含めたこと。 

エ 学科教育の科目のうち、「自動車の整備作業の方法」の教育範囲である

「サービスプラグの取扱いの方法」を「停電の方法」に改めたこと。 

 

３ 細部事項 

（１）学科教育の科目「電気に関する基礎知識」の教育範囲「電気の危険性」

については、労働者が高圧の蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備を行う

にあたり、適切な手順を踏まない場合に生じうる危険についての知識を持

たせるため、低圧の電気の危険性に加えて高圧の電気の危険性に係る内容

も含むものとすること。あわせて「電気絶縁」について、保護具等に使用

される絶縁材料について、一般に高圧領域においては絶縁が破壊される可

能性もあるという電気や材料の性質についても含まれる必要があること。 

（２）学科教育の科目「安全作業用具に関する基礎知識」の教育範囲「絶縁用

保護具、絶縁用防具、絶縁工具及び絶縁テープ」のうち「絶縁用保護具」

の内容については、電気自動車等の電路を停電させる操作等を行うにあた

って適切な耐電圧性能を有するものを選択する必要があることが含まれる

こと。また、今回の改正により追加された「絶縁用防具」には絶縁シート

が含まれること。 

（３）学科教育の科目「自動車の整備作業の方法」の教育範囲「停電の方法」

の内容については、高電圧の充電電路の停電のための操作として、電気自

動車等の種類に応じてサービスプラグの操作以外の方法もあること及び適

切な手順により停電させるべきことが含まれること。 

 

４ 経過措置等 

（１）改正省令の施行日以後に、次に掲げる労働者を引き続き対地電圧が 50ボ

ルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に就かせる場合



 

には、改正告示による改正後の特別教育を実施することを要しないこと。 

ア 改正省令の施行日前に、改正告示による改正前の安全衛生特別教育規

程（以下「旧規程」という。）第６条の２に規定する特別教育を実施した

労働者 

イ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和元年厚生労働省令第 33

号）附則第２条により、旧規程第６条の２に規定する特別教育を実施す

ることを要しないこととされている労働者 

ウ 労働安全衛生規則第 37 条の規定に基づき、旧規程第６条の２に規定す

る特別教育の科目の全部について十分な知識及び技能を有していると認

められる労働者 

（２）改正省令の施行日以後に、（１）アからウまでに該当する労働者を対地

電圧が 50ボルトを超える高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に就

かせる場合には、改正告示によって教育範囲に追加される事項について、

追加的に教育が実施されている必要があること。 

もとより、改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程第６条の２に

規定する特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有

していると事業者が認める労働者については、労働安全衛生規則第 37 条の

規定に基づき、当該科目についての特別教育を省略することができること。 

 

５ 関係通達の一部改正 

本改正を踏まえた特別教育が引き続き適切に実施されるよう、「労働安全衛

生規則の一部を改正する省令等の施行について」（令和元年８月８日付け基発

0808 第１号）の一部を別紙１のとおり改正する。なお改正後の当該通達は別

紙２のとおりである。 

 

６ 添付資料 

参考資料 官報公示文 

 



（別紙１）「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」の一部改正（新旧対照表） 

（傍線部分は改正部分） 

改   正   後 改   正   前 

基発0808第１号 基発0808第１号 

令和元年８月８日 令和元年８月８日 

一部改正 基発0612第22号  

令和６年６月12日  

  

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について 労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について 

  

労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和元年厚生労働省

令第33号。以下「令和元年改正省令」という。）及び安全衛生特

別教育規程の一部を改正する件（令和元年厚生労働省告示第83号

。以下「令和元年改正告示」という。）が、令和元年８月８日に

それぞれ公布又は告示され、令和元年10月１日から施行又は適用

されたところである。また、労働安全衛生規則の一部を改正する

省令（令和６年厚生労働省令第95号。以下「令和６年改正省令」

という。）及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件（令和

６年厚生労働省告示第213号。以下「令和６年改正告示」という。

）が令和６年６月３日にそれぞれ公布又は告示され、令和６年10

月１日から施行又は適用することとされたところである。 

これらの改正省令及び改正告示の趣旨及び細部の取扱いについ

ては下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図ると

ともに、その施行に遺漏なきを期されたい。 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和元年厚生労働省

令第33号。以下「改正省令」という。）及び安全衛生特別教育規

程の一部を改正する件（令和元年厚生労働省告示第83号。以下「

改正告示」という。）が、令和元年８月８日にそれぞれ公布又は

告示され、令和元年10月１日から施行又は適用することとされた

ところである。 

改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとお

りであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、その施

行に遺漏なきを期されたい。 

  

１ 趣旨 １ 趣旨・目的 

近年普及が進む対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵す 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車



る自動車（以下「電気自動車等」という。）の整備の業務に労

働者を就かせる際に、電気等による労働災害を防止するため、

労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第59条第３項の規定に

基づく当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育（以

下「特別教育」という。）を規定するものである。 

（以下「電気自動車等」という。）の整備の業務は低圧の電気

取扱業務に含まれることから、事業者は、電気自動車等の整備

の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者の電気による危

険を防止するため、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第

59条第３項の規定に基づき、労働安全衛生規則（昭和47年労働

省令第32号。以下「安衛則」という。）第36条第４号で定める

ところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の

教育（以下「特別教育」という。）を実施することが義務付け

られている。また、当該特別教育は、安全衛生特別教育規程（

昭和47年労働省告示第92号）第６条に定められた科目（範囲）

及び時間により実施されている。 

一方で、電気自動車等には低圧の電気取扱業務において一般

に取り扱われる配電設備又は変電設備が搭載されていないこと

並びに電気自動車等の整備の業務を行うに当たっては電気自動

車等に特有の構造及び整備方法について習得している必要があ

ることから、厚生労働省では、「電気自動車等の整備業務に必

要な特別教育のあり方に関する検討会」を開催し、その報告書

（平成31年４月26日公表。以下「報告書」という。）をとりま

とめた。今般、報告書に基づき、電気自動車等の整備業務に係

る作業の実態を踏まえた上で、電気による労働災害を防止する

観点から、当該業務に従事しようとする労働者に必要な知識及

び技能を習得させるための特別教育として、電気自動車等の整

備業務を低圧の電気取扱業務から分離して新たに規定するもの

である。 

  

（削除） ２ 改正の要点 

 （１）改正省令関係 

 特別教育の対象業務として、電気自動車等の整備業務を規



定すること。 

また、従来から特別教育の対象業務とされている低圧の電

気取扱業務の範囲から、電気自動車等の整備業務を除くこと

。 

 （２）改正告示関係 

 電気自動車等の整備業務に係る特別教育の実施について必

要な事項として、学科教育及び実技教育の科目、範囲及び時

間を規定したこと。 

  

２ 細部事項 ３ 細部事項 

（１）対象の自動車 （１）対象の自動車 

対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車には

、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電

気自動車（内燃機関を有さないもの）、燃料電池自動車、バ

ッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械及びバ

ッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械が含まれ

ること。 

対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動

車には、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動

車、電気自動車（内燃機関を有さないもの）、燃料電池自動

車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械

及びバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械が

含まれること。 

（２）学科教育の科目の範囲 （２）学科教育の科目の範囲 

ア 「電気装置に関する基礎知識」の「配線」には、駆動用

蓄電池（バッテリー）から駆動用原動機（モーター）、12

ボルトバッテリー等からエアコン等への配線（サービスプ

ラグ等を含む。）が含まれること。 

ア 「低圧の電気装置に関する基礎知識」の「配線」には、

駆動用蓄電池（バッテリー）から駆動用原動機（モーター

）、12ボルトバッテリー等からエアコン等への配線（サー

ビスプラグを含む）が含まれる。 

イ 「電気装置に関する基礎知識」の「電気絶縁」に

は、絶縁が破壊される可能性もあるという電気や

材料の性質が含まれること。 

（新設） 

ウ 「電気装置に関する基礎知識」の「駆動用蓄電池及び充

電器」には、蓄電池（バッテリー）内部の電解液等の化学

物質の知識が含まれること。 

イ 「低圧の電気装置に関する基礎知識」の「駆動用蓄電池

及び充電器」には、蓄電池（バッテリー）内部の電解液等

の化学物質の知識が含まれる。 



エ 「安全作業用具に関する基礎知識」の「絶縁用保護具」

には、絶縁手袋、絶縁用靴が含まれること。また、絶縁用

保護具については、必要な知識として、電気自動車等の電

路を停電させる操作等を行うにあたって適切な耐電圧性能

を有するものを選択する必要があることが含まれること。 

  おって、「絶縁用防具」には絶縁シートが含まれること

。 

ウ 「低圧用の安全作業用具に関する基礎知識」の「絶縁用

保護具」には、絶縁手袋、絶縁用靴が含まれる。 

オ 「安全作業用具に関する基礎知識」の「検電器」には、

サーキットテスター、絶縁抵抗計が含まれること。 

エ 「低圧用の安全作業用具に関する基礎知識」の「検電器

」には、サーキットテスター、絶縁抵抗計が含まれる。 

カ 「安全作業用具に関する基礎知識」の「その他の安全作

業用具」には、保護眼鏡が含まれること。 

オ 「低圧用の安全作業用具に関する基礎知識」の「その他

の安全作業用具」には、保護眼鏡が含まれる。 

キ 「自動車の整備作業の方法」の「充電電路の保護」には

、配線の絶縁処理が含まれること。 

カ 「自動車の整備作業の方法」の「充電電路の保護」には

、配線の絶縁処理が含まれる。 

ク 「自動車の整備作業の方法」の「作業者の絶縁保護」に

は、絶縁用保護具、絶縁工具等の使用が含まれること。 

キ 「自動車の整備作業の方法」の「作業者の絶縁保護」に

は、絶縁用保護具、絶縁工具等の使用が含まれる。 

ケ 「自動車の整備作業の方法」の「停電の方法」には、サ

ービスプラグの取扱いの方法（サービスプラグの取外し、

取付け、管理）のほか、車体の構造に応じたサービスプラ

グの取外し以外による高電圧の充電電路の停電のための操

作が含まれること。 

ク 「自動車の整備作業の方法」の「サービスプラグの取扱

いの方法」には、サービスプラグの取外し、取付け、管理

が含まれる。 

コ 「自動車の整備作業の方法」の「停電電路に対する措置

」には、残留電荷の確実な放電が含まれること。 

ケ 「自動車の整備作業の方法」の「停電電路に対する措置

」には、残留電荷の確実な放電が含まれる。 

（３）実技教育の科目の範囲 （３）実技教育の科目の範囲 

「安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法」

には、絶縁用保護具等の使用、停電のための操作等が含まれる

こと。 

「安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法」

には、絶縁用保護具等の使用、サービスプラグの取外し、取付

け、管理が含まれる。 

（４）科目の省略等 （４）科目の省略 



電気自動車等の整備業務に係る特別教育については、令和

６年改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程第６条の

２に定める学科教育及び実技教育により行うこと。 

安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一

部について十分な知識及び技能を有していると認められる労

働者については、当該科目についての特別教育を省略するこ

とができること。特に、自動車整備士技能検定規則（昭和26

年運輸省令第71号）に基づく次の技能検定に合格した者であ

って、業務に必要な教育又は研修の受講歴等から電気の危険

性に関する基礎知識を有していると認められるものは、学科

教育の科目のうち「電気に関する基礎知識」について十分な

知識を有していると認められる者として取り扱うことができ

ること。 

電気自動車等の整備業務に係る特別教育については、改正

告示による改正後の安全衛生特別教育規程（以下「新規程」

という。）第６条の２に定める学科教育及び実技教育により

行うこと。 

安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一

部について十分な知識及び技能を有していると認められる労

働者については、当該科目についての特別教育を省略するこ

とができることから、同条の規定に基づき次のとおり特別教

育を省略することができること。 

ア 自動車整備士技能検定規則（昭和26年運輸省令第71号）に

基づく次の技能検定に合格した者であって、業務に必要な教

育又は研修の受講歴等から低圧の電気の危険性に関する基礎

知識を有していると認められるもの（以下、「電気の基礎知

識を有する自動車整備士」という。）は、学科教育の科目の

うち「低圧の電気に関する基礎知識」について十分な知識を

有していると認められる者として取り扱うことができること

。 

① 一級大型自動車整備士 １ 一級大型自動車整備士 

② 一級小型自動車整備士 ２ 一級小型自動車整備士 

③ 一級二輪自動車整備士 ３ 一級二輪自動車整備士 

④ 二級ガソリン自動車整備士 ４ 二級ガソリン自動車整備士 

⑤ 二級ジーゼル自動車整備士 ５ 二級ジーゼル自動車整備士 

⑥ 二級自動車シャシ整備士 ６ 二級自動車シャシ整備士 

⑦ 二級二輪自動車整備士 ７ 二級二輪自動車整備士 

⑧ 三級自動車シャシ整備士 ８ 三級自動車シャシ整備士 

⑨ 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 ９ 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 

⑩ 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 10 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 

⑪ 三級二輪自動車整備士 11 三級二輪自動車整備士 



⑫ 自動車電気装置整備士 12 自動車電気装置整備士 

（５）（略） （５）（略） 

  

３ 経過措置等 ４ 経過措置等 

（１）令和６年改正告示の施行日前に、令和６年改正告示による

改正後の安全衛生特別教育規程第６条の２に規定する電気自

動車等の整備業務に係る特別教育の全部又は一部の科目に相

当する教育（安全衛生特別教育規程第５条及び第６条並びに

令和６年改正告示による改正前の安全衛生特別教育規程第６

条の２の規定による特別教育等）を受けた者については、安

衛則第37条の規定に基づき、当該受講した科目を省略できる

こと。 

（１）施行日より前に、新規程第６条の２に規定する電気自動車

等の整備業務に係る特別教育の全部又は一部の科目に相当す

る教育を受けた者については、安衛則第37条の規定に基づき

、当該受講した科目を省略できること。 

（２）令和元年改正告示の施行日前に、令和元年改正告示による

改正前の安全衛生特別教育規程第６条に規定する特別教育を

受講した者については、令和元年改正省令附則第２条に基づ

き、令和元年改正告示による改正後の安全衛生特別教育規程

第６条の２に規定する特別教育を受講することを要しないこ

ととしていたこと。 

（２）施行日より前に、改正告示による改正前の安全衛生特別教

育規程（以下「旧規程」という。）第６条に規定する特別教

育を受講した者については、改正省令附則第２条に基づき、

新規程第６条の２に規定する特別教育を受講することを要し

ないこと。 

（削除） （３）３（４）アのとおり、電気の基礎知識を有する自動車整備

士は、「低圧の電気に関する基礎知識」を有していると認め

られることから、旧規程第６条に規定する特別教育について

も、安衛則第37条の規定に基づき当該科目を省略することが

できるものとして差し支えないこと。 

 即ち、事業者が必要な知識及び技能を有していると認める

者については、安衛則第37条の規定に基づき、特別教育の科

目の全部または一部の省略が可能であるが、個別の労働者の

知識及び技能を確認のうえ、判断すること。  



（別紙２） 

 基発 0808 第１号 

 令和元年８月８日 

一部改正 基発 0612 第 22 号 

令和６年６月 12日 

 

都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について 

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和元年厚生労働省令第 33号。以

下「令和元年改正省令」という。）及び安全衛生特別教育規程の一部を改正す

る件（令和元年厚生労働省告示第 83 号。以下「令和元年改正告示」という。）

が、令和元年８月８日にそれぞれ公布又は告示され、令和元年 10月１日から施

行又は適用されたところである。また、労働安全衛生規則の一部を改正する省

令（令和６年厚生労働省令第 95 号。以下「令和６年改正省令」という。）及び

安全衛生特別教育規程の一部を改正する件（令和６年厚生労働省告示第 213 号。

以下「令和６年改正告示」という。）が令和６年６月３日にそれぞれ公布又は

告示され、令和６年 10月１日から施行又は適用することとされたところである。 

 これらの改正省令及び改正告示の趣旨及び細部の取扱いについては下記のと

おりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、その施行に遺漏な

きを期されたい。 

 

記 

 

１ 趣旨 

  近年普及が進む対地電圧が 50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車（以

下「電気自動車等」という。）の整備の業務に労働者を就かせる際に、電気

による労働災害を防止するため、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）

第 59条第３項の規定に基づく当該業務に関する安全又は衛生のための特別の

教育（以下「特別教育」という。）を規定するものである。 

 

２ 細部事項 

 （１）対象の自動車 



対地電圧が 50 ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車には、ハイブリ

ッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車（内燃機関を

有さないもの）、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車

両系荷役運搬機械及びバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設

機械が含まれること。 

 （２）学科教育の科目の範囲 

  ア 「電気装置に関する基礎知識」の「配線」には、駆動用蓄電池（バッ

テリー）から駆動用原動機（モーター）、12 ボルトバッテリー等からエ

アコン等への配線（サービスプラグ等を含む。）が含まれること。 

イ 「電気装置に関する基礎知識」の「電気絶縁」には、絶縁が破壊され

る可能性もあるという電気や材料の性質が含まれること。 

  ウ 「電気装置に関する基礎知識」の「駆動用蓄電池及び充電器」には、

蓄電池（バッテリー）内部の電解液等の化学物質の知識が含まれること。 

  エ 「安全作業用具に関する基礎知識」の「絶縁用保護具」には、絶縁手

袋、絶縁用靴が含まれること。また、絶縁用保護具については、必要な

知識として、電気自動車等の電路を停電させる操作等を行うにあたって

適切な耐電圧性能を有するものを選択する必要があることが含まれるこ

と。 

おって、「絶縁用防具」には絶縁シートが含まれること。 

  オ 「安全作業用具に関する基礎知識」の「検電器」には、サーキットテ

スター、絶縁抵抗計が含まれること。 

  カ 「安全作業用具に関する基礎知識」の「その他の安全作業用具」には、

保護眼鏡が含まれること。 

  キ 「自動車の整備作業の方法」の「充電電路の保護」には、配線の絶縁

処理が含まれること。 

  ク 「自動車の整備作業の方法」の「作業者の絶縁保護」には、絶縁用保

護具、絶縁工具等の使用が含まれること。 

  ケ 「自動車の整備作業の方法」の「停電の方法」には、サービスプラグ

の取扱いの方法（サービスプラグの取外し、取付け、管理）のほか、車

体の構造に応じたサービスプラグの取外し以外による高電圧の充電電路

の停電のための操作が含まれること。 

  コ 「自動車の整備作業の方法」の「停電電路に対する措置」には、残留

電荷の確実な放電が含まれること。 

 （３）実技教育の科目の範囲 

「安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法」には、絶縁

用保護具等の使用、停電のための操作等が含まれること。 



 （４）科目の省略等 

電気自動車等の整備業務に係る特別教育については、令和６年改正告

示による改正後の安全衛生特別教育規程第６条の２に定める学科教育及

び実技教育により行うこと。 

安衛則第 37 条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について

十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該

科目についての特別教育を省略することができること。特に、自動車整

備士技能検定規則（昭和 26年運輸省令第 71号）に基づく次の技能検定に

合格した者であって、業務に必要な教育又は研修の受講歴等から電気の

危険性に関する基礎知識を有していると認められるものは、学科教育の

科目のうち「電気に関する基礎知識」について十分な知識を有している

と認められる者として取り扱うことができること。 

① 一級大型自動車整備士 

② 一級小型自動車整備士 

③ 一級二輪自動車整備士 

④ 二級ガソリン自動車整備士 

⑤ 二級ジーゼル自動車整備士 

⑥ 二級自動車シャシ整備士 

⑦ 二級二輪自動車整備士 

⑧ 三級自動車シャシ整備士 

⑨ 三級自動車ガソリン・エンジン整備士 

⑩ 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士 

⑪ 三級二輪自動車整備士 

⑫ 自動車電気装置整備士 

 （５）特別教育の講師 

特別教育の講師についての資格要件は定めていないが、学科及び実技

の科目について十分な知識、経験等を有する者でなければならないこと。 

 

３ 経過措置等 

 （１）令和６年改正告示の施行日前に、令和６年改正告示による改正後の安

全衛生特別教育規程第６条の２に規定する電気自動車等の整備業務に係

る特別教育の全部又は一部の科目に相当する教育（安全衛生特別教育規

程第５条及び第６条並びに令和６年改正告示による改正前の安全衛生特

別教育規程第６条の２の規定による特別教育等）を受けた者については、

安衛則第 37条の規定に基づき、当該受講した科目を省略できること。 

 （２）令和元年改正告示の施行日前に、令和元年改正告示による改正前の安



全衛生特別教育規程第６条に規定する特別教育を受講した者については、

令和元年改正省令附則第２条に基づき、令和元年改正告示による改正後

の安全衛生特別教育規程第６条の２に規定する特別教育を受講すること

を要しないこととしていたこと。 
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陸 災 技 発 第 ４ 号 

令 和 ６ 年 ７ 月 １ 日 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

各都道府県支部事務局長 様 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

技術管理部長 

 

 

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等 

の改正について 

 

 

標記については、令和６年７月１日付け陸貨災防発第 157号により当協会会長から

各支部長あて通知したところです。 

 同通知に基づく当協会における具体的対応等については下記のとおりとしますの

で、その運用に遺漏なきようお願いします。 

 

記 

１ 基本的対応について 

対地電圧が50ボルトを超える低圧（直流750ボルト以下、交流600ボルト以下）

の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務に労働者を就かせる場合には、従前から、

労働安全衛生規則（以下「安衛則」という。）第36条第４号の２における特別教

育を実施することが義務付けられています。 

今回の改正により蓄電池の電圧の上限が撤廃され、対地電圧が50ボルトを超え

る蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務は全て特別教育の対象となりました。 

バッテリーフォークリフトなどの車両系荷役運搬機械も「自動車」の範囲に含

まれることから、これらの車両の整備業務を自ら実施する会員事業場に対して、

改正内容の周知をお願いします。 

 

２ 具体的対応について 

（１）陸運業における主な対象の自動車 

対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車には、バッテリー式

のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械が含まれること。 

（２）バッテリー式のフォークリフトにおける留意事項 



2 

バッテリー式のフォークリフト（以下「バッテリーフォーク」という。）

を所有する会員事業場が、定期自主検査（資格を有する労働者による特定自

主検査を含む。）を実施した結果、当該バッテリーフォークに異常が認めら

れ、自社の労働者に整備の業務を行わせる場合には、安全衛生特別教育規程

（昭和47年９月30日付け労働省告示第92号）第６条の２に基づく特別教育を

修了している者に当該バッテリーフォークの整備の業務を行わせること。 

（３）バッテリーフォーク以外の車両系荷役運搬機械における留意事項

バッテリーフォーク以外の対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する

車両系荷役運搬機械を所有する会員事業場が、自社の労働者による当該機械

の定期自主検査を実施した結果、当該機械に異常が認められ、自社の労働者

に整備の業務を行わせる場合も、上記（２）と同様であること。 

（４）特別教育について

当協会としては、電気自動車等の整備の業務に係る特別教育を実施する予

定はないこと。 

担

当

技術管理部技術課 

課 長 井上  健 

主 査 早坂 稔男 


